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 組合員の皆様へ 

寒さが一段と厳しくなり、今年も残すところわずかとなりました。 

平素より技能実習生の育成・ご指導にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

この時期はインフルエンザや新型コロナウイルスが流行しやすく、特に東南アジア出身の 

実習生にとっては、寒さや乾燥により体調を崩しやすい季節となります。 

企業の皆さまには、引き続き健康管理へのご配慮をお願いいたしますとともに、ご自愛 

いただき、健やかにお過ごしいただければ幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

        インフルエンザ・新型コロナウイルスの流行について         

現在、全国的にインフルエンザと新型コロナウイルスの患者数が増加傾向にあります。冬季は気温低下と 

空気の乾燥により感染が広がりやすく、特に共同生活を行う実習生は 注意が必要です。罹病した場合は 

感染防止のための療養期間等が厚生労働省よりそれぞれ推奨されています。 

 

☆☆新型コロナウイルスの場合☆☆ 

令和 5年 5月 8 日以降（5 類感染症に移行後）、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、 

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねる」とされており、法律での制限がなくなりました。 

★外出を控えることが推奨される期間★  

発症日を 0 日目※1 として 5 日間は外出を控え※2 、かつ、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が 

軽快した場合でも、24 時間程度は外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、 

医師に相談してください。 

☆☆インフルエンザの場合☆☆ 

インフルエンザの出席停止期間 

子供の場合「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日経過するまで」が停止期間です。 

但し大人の場合は必ずしも出勤停止となるわけではありません。 

インフルエンザもコロナ同様「5 類感染症」に位置づけられおり、法律的に出勤停止期間は 

定められてはいません。そのため、出勤を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 

ただし、勤務先企業の就業規則で出勤停止期間や基準が定められている場合は、 

それに準じます。また、出勤停止期間はなくとも、ご自身の回復と職場での感染拡大防止のためにも、 

発熱や咳などの症状がある間は、できる限りお休みをして療養しましょう。 

緊急連絡先 

【事務局】   TEL：048-755-9591 FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】＊日水 070-1229-0925 ＊杉戸 070-3667-8667 

＊尾崎 090-7019-4221 ＊モクタン 080-9677-1678     

＊高橋 080-3088-1839 
 



  

  

 

★やむを得ない事情がある場合の転籍について★ 

令和 6年 11月 1 日に技能実習制度運用要領が改正され、やむを得ない事情がある場合の 

技能実習生の転籍の運用が改善されました。現在は下記の通り運用されています。 

★育成就労制度における本人意向による転籍の制限について★ 

２０２７年４月１日施行の育成就労制度では同一の育成就労実施者のもとで育成就労を行った期間が 

一定の期間を超えている等の一定の要件を満たす場合には、育成就労外国人本人の意向により 

育成就労実施者の変更（転籍）を行ることができることが、令和７年３月１１日付けで閣議決定されています。 

ご参考までに各分野ごとの転籍制限を掲載いたしますのでご確認ください。 

 


